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第１章 計画の策定にあたって 
 

１ 計画策定の背景と目的 
 

マンションは、北区民の主要な居住形態として広く普及しており区民に不可欠な生活

の基盤であると同時に、都市や地域社会を構成する重要な要素となっている。その一方

で、現在、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が進行し、管理組合の

機能低下等によって管理不全に陥る可能性が指摘されており、ひとたびマンションが管

理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれがある。 

こうした事態を引き起こすことなく、安心して暮らし続けられる住環境を形成する

ためには、長期的な視点に立って、マンションの適正な管理を推進し、北区民の豊か

な住生活を支える安全で良質なマンションストックを形成していくことが重要であ

る。 

令和２（２０２０）年６月にはマンションの管理の適正化の推進に関する法律及び

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第

６２号）が公布され、本法律で改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する

法律（以下「マンション管理法」という。）により、区市等がマンション管理適正化推

進計画を作成し、管理組合が作成するマンションの管理計画の認定を実施することが

可能となった。 

マンション管理法の目的の実現に向けて、施策を具体化し、目標を設定するとともに、

国や東京都、関係団体など多様な主体と連携を図り、施策を推進するため、本計画を策

定する。 
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２ 計画の性格と位置付け 

 

本計画は、マンション管理法第３条の２第１項の規定に基づいて策定するものであり、

北区住宅マスタープラン２０２０を上位計画とし、マンションの管理施策に関する分野

別計画として位置付ける。 

また、北区域内におけるマンションの管理の適正化に向けた基本的施策を具体化し、

推進するための計画である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画の期間等 
 

本計画は、令和５（２０２３）年度から令和１１（２０２９）年度までとする。 
なお、必要に応じて、計画内容を適宜見直す。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

主な関連計画 
  

・北区都市計画 
マスタープラン 

・北区景観づくり計画 
・北区耐震改修促進計画 
・北区地域防災計画    

    等 

  

北区住宅 
マスタープラン 

2020 
  

【令和 2(2020)～   
 11(2029)年度】 

 

北区基本構想 北区基本計画 

北 区 国・東京都 

全国計画 
  

住生活基本計画 
  
マンション管理の基本指針 

東京都計画 
  

東京都住宅マスタープラン 
(住生活基本計画) 

  
東京都マンション管理・ 
再生促進計画 

北区マンション管理 
適正化推進計画 

整合 
  

連携 
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第２章 北区が目指すマンション居住の将来像 
 

１ マンションを取り巻く状況 
 
 
■北区の人口は、３５万５千人を超え、今後もしばらくは増加を続けるものの、 
 令和１８（２０３６）年頃をピークに減少すると予想される。 
 
【総人口の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和 3 年度北区人口推計調査報告書 

 
 

 ■令和３（２０２１）年には約２４％であった高齢化率（人口に占める６５歳以上の 
割合）は、今後、概ね横ばいで推移すると予想されているが、人口の減少時期にあ 
わせて、高齢者数は増加すると考えられる。 
 

【年齢３区分別人口の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和 3 年度北区人口推計調査報告書 

 
■国が平成３０（２０１８）年度に実施したマンション総合調査によると、マンシ 

ョンに「永住するつもりである」と考える割合が６２．８％に達し、「いずれは
住み替えるつもりである」の１７．１％を大きく上回っており、マンションは
「仮の住まい」ではなく、「終の棲家」として考えられるようになってきてい
る。 
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■永住志向の高まりとともに、居住者の高齢化が進んでいる。平成２５（２０１３）
年の住宅・土地統計調査によれば、世帯主の年齢が６５歳以上の割合は、２４．７％
であり、平成２０（２００８）年調査の１６．３％から大きく増加し、平成３０（２
０１８）年でも増加傾向になっている。 

 
【共同住宅における家計を支える者の年齢別主世帯数の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

また、平成３０（２０１８）年調査を建築年代別に見ると、古いマンションほど
居住者の高齢化が進んでおり、昭和５５（１９８０）年以前に建てられたマンショ
ンでは５割を超えている。 

 

【共同住宅における家計を支える者の年齢別築年別の主世帯数】 

 
 
 
 
 
 
 
 

出典：平成 30 年住宅・土地統計調査 

 
■北区住宅マスタープラン２０２０基礎調査では、当区の建築物の建て方別の割合で

は共同住宅が７４％と最も多く、マンションは、区民の主要な居住形態として広く
普及していると考えられ、必要不可欠な生活の基盤であると同時に、都市や地域社
会を構成する重要な要素となっている。また、平成１３（２００１）年に実施した
分譲マンション実態調査では、新耐震基準適用前の昭和５６（１９８１）年より古
いものが全体の約２割を占めるなど、高経年マンションの数が多く存在する結果と
なっている。東京都のマンション実態調査によれば、高経年マンションほど、居住
者の高齢化、賃貸住戸や空き住戸の増加等が進み、管理組合の活動が不活発となる
傾向が見られる。 

（世帯）
（A) （B) （C) （D) （E) （F) （G) （H) （I)

1970年以前 7,930 440 680 570 910 810 4,410 100 55.6%
1971～1980年 21,910 310 1,220 2,390 3,360 2,340 11,810 480 53.9%
1981～1990年 20,820 770 2,840 4,070 3,110 2,970 6,440 610 30.9%
1991～2000年 22,580 1,050 3,370 4,380 4,170 4,310 4,900 410 21.7%
2001～2010年 27,970 1,390 5,460 6,330 6,300 2,640 5,190 650 18.6%
2011～2015年 15,590 960 5,320 3,700 2,080 910 2,100 510 13.5%
2016～2018年9月 6,540 1,080 2,110 1,390 610 240 1,100 - 16.8%

年
35～44歳 45～54歳 55～64歳 65歳以上 不詳

65歳以上の割合
（G）/（A）

総数 25歳未満 25～34歳

3.5% 4.0% 5.6%
9.6% 12.8%

16.1% 
11.1% 

13.9%

17.3% 8.8% 
15.6%

16.0% 
12.6% 

14.8%

10.9% 
16.3% 

24.7%

27.2% 38.1% 
14.2%

7.1%

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
100% 

H20 H25 H30

25 歳未満 25 ～ 34 歳 35～ 44 45 ～ 54 55 ～ 64 65歳以上 不 詳 
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２ マンション実態調査 

 

■マンション実態調査の概要 

令和 4（２０２２）年度にマンション実態調査を行った。 

その結果、調査票の回収率は１８．８％（１８０件/９５７件）であった。 

 

実施主体 北区 まちづくり部 住宅課 

内容 

管理組合の活動状況、課題等 

※登記情報等から区分所有情報を抽出し、対象マンション

に調査票を郵送（一部現地調査） 

期間 令和 4 年８月～10 月 

郵送対象 
二以上の区分所有が存する建物で、人の居住の用に供する

専用部分が６戸以上あるもの 

 

■マンション実態調査の主な結果 

〇築年数 

マンションの築年数は、「築４０年以上」が

47 件（26.1％）で最も多く、次いで「築 20

年以上 30 年未満」が 41 件（22.8％）、「築

30 年以上 40 年未満」が 40 件（22.2％）

と、築 30 年以上が回答の約半数を占めている。 

 

 

 

 

 

〇管理組合の設立経緯 

管理組合の設立経緯は、「分譲会社の指導で

設立総会を開き結成」が 60 件（33.3％）で最

も多く、次いで「管理会社の指導で結成」が 38

件（21.1％）、「区分所有者が自主的に結成」が

36 件（20.0％）となっている。 

 

 

  

区分所有者が

自主的に結成, 
36件, 20.0%

分譲会社の指導で

書面により結成,
27件, 15.0%

分譲会社の指導で設

立総会を開き結成, 
60件, 33.3%

管理会社の

指導で結成, 
38件, 21.1%

その他, 13件, 7.2%

管理組合はない, 3件, 1.7% 未回答, 3件, 1.7%

築10年未満, 
20件, 11.1%

築10年以上

20年未満,
28件, 15.6%

築20年以上

30年未満, 
41件, 22.8%

築30年以上

40年未満, 
40件, 22.2%

築40年以上, 
47件, 26.1%

不明・無回答,
4件, 2.2%



 

６ 
 

〇管理組合の集会（総会等）開催頻度 

管理組合の集会（総会等）の開催頻度は、「年

1 回」が 144 件（80.0％）で最も多く、次い

で「年に数回」が 23 件（12.8％）となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

〇管理規約の作成 

管理規約の作成は、「区分所有者以外が作成

した案を採用」が 140 件（77.8％）で最も多

く、次いで「区分所有者が自主的に作成」が 27

件（15.0％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

〇管理体制 

管理体制は、「管理会社にすべて委託してい

る」が 128 件（71.1％）で最も多く、次いで

「管理会社に一部委託している」が 27 件

（15.0％）、「委託していない（自主管理）」が

20 件（11.1％）となっている。 

 

 

 

 

 

  

年に数回, 
23件, 12.8%

年１回,
144件, 80.0%

ほとんど開催し

ていない, 
1件, 0.6%

その他, 7件, 3.9% 未回答, 5件, 2.8%

管理規約はない,
3件, 1.7%

区分所有者が

自主的に作成,
27件, 15.0%

区分所有者以外が

作成した案を採用, 
140件, 77.8%

その他, 7件, 3.9%
未回答, 3件, 1.7%

管理会社にすべて

委託している, 
128件, 71.1%

管理会社に一

部委託している,
27件, 15.0%

委託はしていない

（自主管理）, 
20件, 11.1%

未回答, 5件, 2.8%
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〇管理組合としての取り組み 

管理組合としての取り組みは、「特にない」が 112 件で最も多く、次いで「居

住者同士の交流会（花見、飲み会、イベントなど）」が 32 件、「その他」が 13 件

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇マンションの運営管理において必要な情報 

マンションの運営管理において必要な情報は、「行政、関係機関が行っている支

援策の情報」が 87 件で最も多く、次いで「マンション管理に関する法律、制度

等の情報」が 48 件、「特にない」が 42 件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

112

32

13

10

9

9

5

特にない

居住者同士の交流会(花見、飲み会、イベントなど)

その他

マンションホームページの開設

居住者向け学習会の開催

新聞、雑誌等の購読

他マンションとの交流会の開催

0件 20件 40件 60件 80件 100件 120件

87

48

42

41

39

38

29

24

22

15

14

9

6

行政、関係機関が行っている支援策の情報

マンション管理に関する法律、制度等の情報

特にない

修繕、建替等を行う業者の情報

長期修繕計画の立て方

長期修繕計画の策定や劣化診断等を行う調査会社の情報

相談窓口の情報

管理費、修繕積立金等の保管・運営の仕方

管理規約の作り方、管理規約の見直しの方法

マンション管理士などアドバイザーの情報

管理会社・管理人の情報

管理組合の設立・運営の仕方

その他

0件 20件 40件 60件 80件 100件
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〇マンション管理上の問題点 

マンション管理上の問題点は、「管理組合の役員のなり手がいない」が 70 件で

最も多く、次いで「特にない」が 64 件、「管理に対して非協力的な住民がいる」

が 43 件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇マンション管理上の不安・悩み 

マンション管理上の不安・悩みは、「区分所有者・居住者の高齢化」が 96 件で

最も多く、次いで「理事の選任が困難」が 62 件、「大規模修繕工事の実施」が 52

件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

64

43

23

16

14

12

12

6

6

1

管理組合の役員のなり手がいない

特にない

管理に対して非協力的な住民がいる

区分所有者が住んでおらず、賃貸化されている住戸がある

役員の知識や経験不足のため管理業務に十分対応できない

その他

管理規約の内容が十分でない

管理費、修繕積立金等の滞納が解消されない

役員が多忙で管理業務に十分対応できない

管理会社や管理人が十分に対応できていない

管理会社への委託業務の内容が不明瞭である

0件 20件 40件 60件 80件

96

62

52

48

44

34

32

26

24

23

19

12

8

6

2

2

区分所有者・居住者の高齢化

理事の選任が困難

大規模修繕工事の実施

修繕積立金の不足

管理組合活動に無関心な区分所有者の増加

大規模な災害による建物の損壊

特に不安や悩みはない

居住ルールを守らない居住者の増加

建替え

賃貸住戸の増加

外国人居住者とのコミュニケーション

管理費等の未払いの増加

その他

空き室の増加

居住目的外利用の増加

マンション内の犯罪の増加

0件 20件 40件 60件 80件 100件
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〇修繕積立金の有無 

修繕積立金の有無は、「毎月徴収している」が 174 件で最も多く、次いで「入

居時の修繕積立基金がある」が 28 件となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇長期修繕計画の有無 

長期修繕計画の有無は、「立ててある」

が 134 件（74.4％）で最も多く、次い

で「現在作成中または作成の予定がある」

が 17 件（9.4％）、「何年後にどのような

工事が必要でいくら位かかるかなど、簡

単な見通しは行った」が 15 件（8.3％）

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立ててある, 
134件, 74.4%

現在作成中ま

たは作成の予

定がある,
17件, 9.4%

何年後にどのような

工事が必要でいくら

位かかるかなど、簡
単な見通しは行った, 

15件, 8.3%

策定を検討したことがない,
2件, 1.1%

その他, 7件, 3.9%
分からない, 3件, 1.7%

未回答, 2件, 1.1%

174

28

3 
3 
2 

毎月徴収している

入居時の修繕積立基金がある

その他 

行っていない

必要に応じて徴収している

0件 50 件 100件 150件 200 件
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■マンション実態調査からの課題等 

〇「管理規約の作成」は「区分所有者以外が作成した案を採用」が最も多くなっ 

ており、また「管理体制」についても「管理会社にすべて委託している」が多 

い傾向となっている。このような状況が長く続くことで、マンションの修繕計 

画やマンションの利用に関する日々の相談等がすべて管理会社に任されるこ

ととなり、管理組合等の活動が停滞する可能性がある。 

一方で、マンションの管理は、「管理会社にすべて委託している」という回答 

が多いものの、委託せずに自主管理しているマンションや一部のみを委託し 

ているマンションも 2 割強存在していることから、建物や設備に関する技術 

的知見を有する専門家やマンション管理会社等の支援が必要となる。 

〇マンションによって管理・運営方針は異なることから、管理組合の運営状況の 

実態に応じた施策を展開することが求められる。そのために、定期的にマン 

ション管理組合の実態を調査する必要がある。 

  〇「築年数 40 年以上」と「築年数 30 年以上 40 年未満」が回答の半数を占め 

ていることから、建物や付帯設備の高経年化が今後も進行していく。 

〇「修繕積立金」は「毎月徴収している」という回答が多く、「長期修繕計画」 

についても「立てている」という回答が多い傾向となっている。しかしながら、 

マンションは築年数が経過するほど、必要な修繕等の維持管理に要するコス 

トが増加していくため、実態としては建物の高経年化や、積立金等の不足、必 

要経費の増加による修繕の未実施等の問題を抱えるマンションが増加してい 

く可能性がある。 

〇区分所有者等の高齢化が進むことで、新たに区分所有者等となる若い世代と 

の間にマンション管理に関する世代間格差が生じる可能性があり、また管理 

組合活動に無関心な区分所有者等の増加や建物や設備に関する修繕資金の増 

額から、マンション管理に関する区分所有者等同士の間での価値観の格差も 

生じる可能性がある。今後、マンションの円滑な管理を促進するためには、区 

分所有者等または入居者間の良好なコミュニティ形成に向けた取組みが求め 

られる。 

〇アンケートの結果から、回答のあったマンションについては、ほとんどが管理 

会社と契約していたが、回答のないマンションについては実態をつかめてい 

ないことから、実態が分からないマンションについて個別に啓発活動を図っ 

ていくことが必要になる。 
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３ マンション居住の将来像 
  

マンションを取り巻く状況に的確に対応しつつ、中長期的視点に立ってマンション 
施策を推進するため、目指すべきマンション居住の将来像を設定する。 
    

 
■マンションの管理状況等の実態把握や管理不全の兆候のあるマンション等に対す 

る調査や助言、専門家派遣などによる支援が行われ、マンションが適切に管理運営 
されている。 

 
■地域包括ケアシステムや子どもを安心して産み育てられる環境が整備された社会

でマンション内のコミュニティはもとより、地域との良好な関係が築かれてい
る。 
 

■管理組合とマンション管理業者との良好な関係が築かれ、管理組合がマンションの 
状況に応じて、マンション管理士等の専門家や自治体の支援も受けながら、長期修 
繕計画に基づく適正な維持管理、将来の円滑な再生の実施に向けた準備に、自主的 
に取り組んでいる。 

 
■管理組合による情報発信や管理組合同士の交流が活発化し、切磋琢磨しながら管

理の質を高め合っている。 
 

■マンションの大規模化や複合用途化などに加え、区分所有者の高齢化や外部居
住、外国人による所有や居住などが進み、マンション管理が専門化・複雑化して
いる。一方で、外部の専門家を活用した管理方式などが普及するとともに、ＩＣ
Ｔ等の導入による合理的な管理が行われている。 

 
■北区では人口減少や高齢化が進行する中でも、地域の特性に応じた安全で良質なマ

ンションストックが形成され、マンションに暮らす多様な区民が、都市の利便性や
快適性を享受しながら、豊かな住生活を営んでいる。 
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第３章 施策展開にあたっての基本方針 
 

１ 施策の基本的考え方 

  

マンションは私有財産であり、その管理や再生は、区分所有者等で構成された管理 

組合が自らの責任と自助努力で行うことが基本である。 

一方で、マンション管理に係る意思決定には、価値観や経済状況等が異なる区分所有

者等間の合意形成が必要であるが、区分所有者等の多くは専門的知識が不足しているな

どの課題がある。特に、マンションは戸建住宅と比較してその規模が大きいために、管

理不全に陥っている又はその兆候がある、耐震性が不足している等、その状態を放置す

れば、周辺環境に深刻な影響を及ぼすおそれがある。 

また、マンションは、北区内における主要な居住形態として広く普及し、区民に不可

欠な生活の基盤並びに地域社会を構成する重要な要素となっており、まちの活カ・魅カ

の形成及び居住環境の維持・向上とも密接に関連するなど、地域のまちづくり、良質な

市街地環境やコミュニティの形成にとって重要な存在にもなっている。 

したがって、マンションの適正な管理や再生を促していくことは、公共性、公益性の 

観点から重要であり、特に周辺の市街地環境にとって大きな影響を及ぼすリスクがある 

場合には、行政としても改善に向けて強く働きかけることが必要である。 

 このため、行政が適切に関与し、将来像を実現していくために、マンションの適正な 

管理の促進に係る施策の積極的な展開を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政の協力・支援 
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２ 施策全体に共通する視点 

  

基本的考え方やマンションの管理を取り巻く状況、マンション実態調査結果等を踏ま

え、以下の視点に留意して、マンションの適正な管理の促進に係る施策を推進する。 

 

（管理組合の活性化） 

■  区分所有者の高齢化や賃貸住戸・空き住戸の増加等が見込まれる中にあっても、 

 管理組合が機能低下を起こすことなく、区分所有者間の合意形成を図りながら、自 

主的に適正な管理、社会的機能の向上や再生に取り組むよう誘導する必要がある。 

 

■ マンションの適正な管理に取り組むには、法律、技術などの専門的な知識が不可 

欠であり、専門家や関係団体等と連携して、管理組合等への普及啓発や支援を行 

う。 

また、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例（以下「都マン 

ション管理条例という」。）による管理状況届出制度などにより、管理組合の活動 

状況の把握に努め、活動が停滞している管理組合に対しては、必要な助言や支援を 

行うなど、管理組合の活性化を図っていく。 

 

（市場機能の活用） 

■ マンションは、市場において取引され、資産価値が評価されるものであるため、 

 管理が良好なマンションや適切な改修等が施されたマンションが高く評価され、資 

 産価値の維持向上につながるよう、努力する管理組合が報われる市場の形成を図る  

 ことが必要である。 

 

■ マンション管理法に基づく、適正な管理や再生に向けた管理組合の自主的な取組 

を促していくため、管理計画認定制度の実施や周知、消費者への普及啓発などに 

取り組んでいく。 

 

（地域との連携等） 

■ マンション居住者と周辺の住民との連携を図ることは、都市における良好なコミ 

ュニティの形成上で重要であるとともに、防災防犯等、災害への対応においても大 

変有効である。 

 また、将来、周辺敷地と一体的にマンションの再生を図ることが有効な場合もあ 

り、その際の合意形成を円滑に進めるためにも、日頃からマンション居住者と周辺 

住民とが良好な関係を築いていることが重要である。 
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第４章 マンション施策の目標と具体的な施策展開 
 

マンションの適正な管理の推進について、３つの目標を設定し、その実現に向け、具

体的な施策を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標１】 管理組合による自主的かつ適正な維持管理の推進 

マンションの管理は、区分所有者等で構成される管理組合が自らの責任で行うこ 

とが基本であるが、専門的な知識やノウハウの不足、居住者の高齢化や賃貸への転 

用の進行等により、区分所有者等だけでは、管理組合の適正かつ円滑な運営が難し 

い面がある。 

管理組合による自主的かつ適正な維持管理を促進するため、マンション管理士等 

の専門家やマンション管理業者等と連携して、管理の重要性や方法等について普及 

啓発を図るとともに、管理組合の取組を支援していく。 

 

■管理計画認定制度の推進 

〇 マンション管理法に基づき、管理計画の認定事務（別紙２による基準による認 

定）を実施するとともに、管理計画認定制度についての周知を図る。 

 

① 管理組合による自主的かつ適正な維持管理の推進 

② 管理状況届出制度等を活用した現状把握、支援策の検討 

③ 管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成 

 

  〇 管理計画認定制度及び助 

   言指導、勧告の基準等設 

   定、実施 

  〇 専門家による個別相談会、 

     講演等の実施 

〇 管理状況届出制度を利用 

  した現状把握 

〇 予防、改善にむけた効果 

  的な支援策の検討 

 〇 国、都、関係団体等と連 

    携した普及啓発の検討    

目標 

施策 ① ② ③ 
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■指針の制定、普及促進及び活用 

〇 北区は、マンション管理法第３条の２第２項第４号に基づく北区マンション管 

 理適正化指針（以下「指針」という。）を別紙１のとおり東京都が定める都道府 

 県等マンション管理適正化指針と同様のものとして定める。 

また、マンション管理法第５条の４の管理計画の認定をする際の基準として

指針に定める事項は、別紙２のとおりとする。 

なお、国が定めるマンション管理適正化指針及び指針に基づきマンション管

理法第５条の２の規定により、助言、指導等を行う場合の指針は、別紙３のとお

りとする。 

 

〇 管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に向けて、指針を普及させる 

 ためのパンフレットについて、広く管理組合や区分所有者等への配布などを行

い、積極的な周知を図る。 

 

〇 マンション管理法に基づき、管理状況に応じて助言、指導等を行う際に、指針

を活用することにより、管理組合や区分所有者等に管理の適正化に向けた取組

を促していく。 

 

■マンション管理士等の専門家の活用促進 

〇 管理組合の円滑な運営を図る上で、管理業務を受託するマンション管理業者の 

 ほか、マンション管理士や建築士、弁護士等の専門家を活用することも大変有効

であり、東京都が作成したマンション管理ガイドブック等により、管理組合の運

営において専門家を効果的に活用するよう促していく。 

 

管理計画認定制度の概要 
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〇 マンション管理士の団体と連携し、マンションの適正な管理を促進する施策の 

 実施を通じて、管理士の実務経験の蓄積を図るとともに、支援を必要とする管理

組合等に十分に対応できる体制を整備する。 

 

 

 

■設計図書・修繕履歴等の保管の徹底 

〇 設計図書や修繕履歴の保管に当たり、マンション管理センターが運営する「マ  

 ンションみらいネット」などの履歴情報登録サービスを活用することも有効で 

あることから、東京都作成マンション管理ガイドブックにより、普及促進を図る。 

 

 

【目標２】 管理状況届出制度等を活用した現状把握、支援策の検討 

建物の老朽化や居住者の高齢化等が進行するなか、現状を放置すれば、今後管理 

不全に陥るマンションは増加し、居住環境はもとより、防災や防犯、衛生、景観、 

コミュニティ形成など、地域の生活環境や市街地環境にも悪影響を及ぼすことが懸 

念される。 

管理不全の予防、適正管理の促進に向けて、管理組合を支援するため、現状を把 

握する必要があるため、都マンション管理条例に基づく届出制度を活用し、区内の 

マンションの管理状況の把握を着実に進める。 

 

■管理状況届出制度の運用 

〇 パンフレット等を活用し、都マンション管理条例に基づく管理状況届出制度に 

 ついて普及啓発を図る。 

 

令和 2 年度分譲マンション管理無料セミナー 
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〇 管理組合等が届出について気軽に問合せができるよう、東京都が設置している 

 分譲マンション総合相談窓口を活用、周知する。 

 

〇 都マンション管理条例に基づき、管理状況に応じて助言、指導等を行う際に、 

管理組合や区分所有者等に管理の適正化に向けた取組を促していく。 

 

〇 都マンション管理条例に基づく届出を行っていないマンションに対して指導

等を行うことで、適切に届出を促し、区内のマンションの管理状況の把握につな

げていく。 

 

 

 

■管理不全の予防・改善に向けた支援等 

〇 届出によって把握した管理状況に応じて必要な支援を行うため、管理を巡る状   

 況や管理組合のニーズ等を踏まえながら、効果的な支援策について検討する。 

特に、管理不全の兆候があるマンションに対しては、管理状況の改善に向けて  

   専門家を継続的に派遣するなどの支援策を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都マンション管理条例の概要 
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【目標３】 管理の良好なマンションが適正に評価される市場の形成 

マンションの管理に関する情報が購入希望者に円滑に提供されることは、消費者 

の保全を図り、取引が適正に行われるための重要な前提であると同時に、管理組合 

や区分所有者にとっても、管理情報を開示・提供することによって、管理状況が市 

場で適切に評価され、資産価値の維持向上につながれば、適正な管理を行っていく 

上でのインセンティブになる可能性がある。 

マンション管理法に基づく管理計画認定制度の実施や制度の周知、管理の重要 

性等に係る消費者への普及啓発等により、適正な管理の実施につながるよう、市場 

の環境整備に取り組む。 

 

■消費者等への普及啓発 

〇 マンションの管理情報が購入希望者に的確に提供されるためには、管理組合や  

  事業者側の取組と併せて、マンションを売買する消費者側の意識、知識の向上を 

図ることも重要であり、国や東京都が作成したガイドブック等を活用し、関係団

体等とも連携して、マンション購入を検討している消費者等に対し、管理の重 

要性や管理情報の見方、管理計画認定制度、マンションみらいネットや東京都優 

良マンション登録表示制度等について普及啓発を図る。 

 

 

 
 

 

 

 

 

マンション管理ガイドブック（東京都作成） 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 推進体制の整備 

  

施策の推進に向けて、国や東京都、専門家等、関係者相互の連携強化を図る。また、

施策に従事する行政職員を対象とした研修への参加、東京都の開催する連絡会議の場な

どを通じた意見交換や情報共有等により、ノウハウの蓄積・継承を図っていく。 

 

 

 

２ 計画の検証と見直し 

  

今後、社会経済状況の変化等に伴い、新たな課題が顕在化する可能性も十分に考えら 

れる。 

 このため、本計画については、状況の変化にも的確に対応し得るよう、必要に応じて

見直しを図るものとする。 

 また、上位計画である北区住宅マスタープラン２０２０（令和 2 年 3 月策定）の計

画期間の終期を合わせることで、検証等効率的な運用を図る。 

 

 

（別紙１）北区マンション管理適正化指針 

（別紙２）北区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画の認 

定基準 

 （別紙３）北区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理組合の管 

      理者等に対し助言、指導及び勧告を行う際の判断基準 

 （別紙４）東京におけるマンションの管理の適正化に関する指針 

  



 

２０ 

別紙１ 

 

 

北区マンションの管理適正化指針 

 

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号。以下「法」

という。）第３条の２第２項第４号の規定に基づく北区マンションの管理適正化指針は、東

京におけるマンションの管理の適正化に関する指針（令和元年東京都告示第６４８号）（別

紙４）と同様の内容とする。また、法第５条の４の規定に基づく管理計画の認定の基準は、

別紙２のとおりとする。 

なお、北区マンションの管理適正化指針及びマンションの管理の適正化の推進を図るため

の基本的な方針（令和３年国土交通省告示第１２８６号）において定めるマンション管理適

正化指針に基づき、法第５条の２の規定により管理組合の管理者等（同条に規定する管理組

合の管理者等をいう。）に対し、助言、指導及び勧告を行う場合の判断の基準は別紙３のと

おりとする。 



２１ 

別紙２ 

 

北区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画の認定基準 

 

法第5条の４の規定に基づく管理計画の認定基準は、以下の基準のいずれにも適合することとする 

 

1 管理組合の運営 

(1)管理者等が定められていること 

(2)監事が選任されていること 

(3)集会が年１回以上開催されていること 

2 管理規約 

(1)管理規約が作成されていること 

(2)マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの

専有部の.立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること 

(3)マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財

務・管理に関する情報の書面の交付（または電磁的方法による提供）について定められて

いること 

3 管理組合の経理 

(1)管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること 

(2)修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと 

(3)直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３ヶ月以上の滞納額が全体の１割以

内であること 

4 長期修繕計画の作成及び見直し等  

(1) 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及び 

これに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること 

(2)長期修繕計画の作成または見直しが７年以内に行われていること 

(3)長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が３０年以上で、かつ、 残存期間内に

大規模修繕工事が２回以上含まれるように設定されていること 

(4)長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと 

(5)長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積 立金の平均額

が著しく低額でないこと 

(6)長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となって

いること 

 

５ その他 

(1) 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に

迅速な対応を行うため、組合員名簿及び居住者名簿を備えているとともに、１年に１回以

上は内容の確認を行っていること 

(2) 北区マンションの管理適正化指針に照らして適切なものであること 



 

２２ 

別紙３ 

 

北区マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理組合の 

管理者等に対し助言、指導及び勧告を行う際の判断基準 

 

 法第５条の２の規定により管理組合の管理者等（同条に規定する管理組合の管理者等をい

う。）に対し助言、指導及び勧告を行う際の判断の基準は、以下の事項が遵守されていない場

合とする。 

 

 

 １ 管理組合の運営 

（１）管理組合の運営を円滑に行うため管理者等を定めること。 

 （２）集会を年に１回以上開催すること。 

 

 ２ 管理規約 

   管理規約を作成し、必要に応じ、その改正を行うこと。 

 

 ３ 管理組合の経理 

   管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理を行い、適正に管理すること。 

 

 ４ 長期修繕計画の作成、見直し等 

   適時適切な維持修繕を行うため、修繕積立金を積み立てておくこと。 
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用語解説 

 

●【ア行】 

 

ICT（あいしーてぃー） 

ICT とは、「Information and Communication Technology」（情報通信技術）の略で、通信技術を 

活用したコミュニケーションを意味する。情報処理だけでなく、インターネットなど通信技術を

活用した産業やサービスなどの総称。 

 

●【カ行】 

 

管理会社（かんりがいしゃ） 

マンションの管理組合などから委託を受けて維持管理に関する事務などを行う会社のこと。 

 

管理規約（かんりきやく） 

区分所有者間の権利やマンションの管理運営についての基本的な規則を取り決めたもの。専有 

部分と共用部分の範囲、管理組合や理事会の位置づけ、総会の議決権や決議の要件などが定めら

れる。 

 

管理組合（かんりくみあい） 

 本計画では「マンション管理組合」を指す。「マンション管理組合」は、分譲マンションの区分

所有者全員を組合員とする組織で、建物並びにその敷地及び附属建物の管理を行うことを目的と

し、主な業務としては総会の開催や管理規約の作成、長期修繕計画の作成、共用部分の管理運営

等がある。 

 

管理計画認定制度（かんりけいかくにんていせいど） 

マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体（区市及び都道府県）が、修繕や管理

方法、資金計画、管理組合の運営状況など一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定する

仕組み。 

 

管理者等（かんりしゃとう） 

建物の区分所有等に関する法律の規定による管理者や理事のこと。管理者は、区分所有者全員 

の代表者として建物及び敷地等の管理を行う者で、集会の決議により選任・解任すること ができ

る。理事は、管理組合法人に設置が義務づけられる執行機関で、管理組合法人を代表する。一般

的にいわれる「管理人」とは異なる。 
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北区基本計画（きたくきほんけいかく） 

北区基本構想の実現を目的とする区政の基本方針であり、区が取り組むべき主要な施策の方向

性を示した長期総合計画のこと。 

 

北区基本構想（きたくきほんこうそう） 

将来の区の目標像とその実現に向けた基本的な考え方を示す指針のこと。 

 

北区景観づくり計画（きたくけいかんづくりけいかく） 

景観法第８条第１項に基づく景観計画であり、区の特性を活かした景観まちづくりを進めるた

めの計画のこと。 

 

北区住宅マスタープラン（きたくじゅうたくますたーぷらん） 

東京都北区住宅基本条例第８条に基づいて策定するものであり、今後の住宅・住環境整備等の 

基本的方向を定めた計画のこと。住生活基本法に基づく住生活基本計画（全国計画）や「東京都

住宅マスタープラン」の内容と整合を図っている。 

 

北区耐震改修促進計画（きたくたいしんかいしゅうそくしんけいかく） 

建築物の耐震改修の促進に関する法律第６条第１項の規定に基づき策定するものであり、区内 

の住宅・建築物の耐震化を推進し、地震災害に強いまちづくりを目指すための計画のこと。 

 

北区地域防災計画（きたくちいきぼうさいけいかく） 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、東京都北区防災会議が策定する計画で、防災のため

に処理すべき業務などを具体的に示し、区内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の処

理すべき事務又は業務の大枠を定めている。 

 

北区都市計画マスタープラン（きたくとしけいかくますたーぷらん） 

都市計画法第１８条の２に規定される「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、都 

市づくり・まちづくりに関する将来の構想や展望を明確にし、都市計画に関する基本的・総合的・

長期的な方針をさだめた計画のこと。 

 

区分所有者（くぶんしょゆうしゃ） 

一棟の建物が複数の独立した住居、店舗、事務所等の部分に分かれている場合において、その 

各部分の区分所有権を有する者。 
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●【サ行】 

 

集会・総会等（しゅうかい・そうかいとう） 

建物の区分所有等に関する法律第３条に規定する集会で、管理組合の最高意思決定機関のこと。 

 

住生活基本計画（じゅうせいかつきほんけいかく） 

 住生活基本法に基づき、住生活の安定の確保および向上の促進に関する施策を定めた基本的な

計画。国は全国計画を、都道府県は全国計画に則して都道府県計画を定める。 

 

修繕積立金（しゅうぜんつみたてきん） 

将来予想される建物の屋根や外壁、廊下などの共用部分の修繕工事に必要な資金をまかなうた 

め、長期にわたり計画的に積み立てておく費用。国土交通省の「マンションの修繕積立金に関す

るガイドライン」では、マンションの規模に応じて金額の目安が示されている。 

 

新耐震基準（しんたいしんきじゅん） 

昭和５６（１９８１）年６月１日に導入された耐震基準。新耐震基準では最低限遵守すべき基

準として、建築物の耐用年数中に何度か遭遇するような中規模の地震に対しては構造体を無害に

とどめ、極めてまれに遭遇するような大地震に対しては人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害

を生じないことを目標としている。 

 

●【タ行】 

 

大規模修繕工事（だいきぼしゅうぜんこうじ） 

全面的な外部足場が必要な外壁塗装と屋上防水等を同時に行うなどのように、建物の全体又は 

複数の部位について行う大規模な計画修繕工事。 

 

地域包括ケアシステム（ちいきほうかつけあしすてむ） 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分ら

しい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制

のこと。 

 

長期修繕計画（ちょうきしゅうぜんけいかく） 

マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、管理組合が作成するマンションの長期的 

な修繕計画。国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」では、計画期間は３０年以上かつ大規

模修繕工事が２回含まれる期間以上とされている。 
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東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例 

（とうきょうにおけるまんしょんのてきせいなかんりのそくしんにかんするじょうれい） 

 平成３１（２０１９）年３月、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進することに

より、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に

寄与することを目的に策定され、令和２（２０２０）年４月より管理状況届出制度の運用を開始

した。 

※Ｐ３８に条例（抜粋）を掲載 

 

●【ハ行】 

 

分譲会社（ぶんじょうがいしゃ） 

まとまった土地を開発し、一戸建てやマンションなどを建設して分割売却する会社のこと。 

 

●【マ行】 

 

マンション（まんしょん） 

本計画ではマンションの管理の適正化の推進に関する法律第２条第１号に規定するマンション 

を指す。 

 

マンション管理組合（まんしょんかんりくみあい） 

「管理組合」参照。 

 

マンション管理士（まんしょんかんりし） 

マンション管理組合の運営やマンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの 

区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする専門家のこと。 

 

マンション管理センター（まんしょんかんりせんたー） 

マンション管理についての適切な指導、相談、情報の提供を行うとともに、大規模修繕に必要 

な支援に関する事業、総合的な調査研究を実施している公益法人である。 

 

マンションみらいネット（まんしょんみらいねっと） 

マンション管理に欠かせない組合運営情報や、将来・緊急時に備えて修繕履歴等を電子データ 

として蓄積・保管するマンション履歴情報システムのこと。 
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 （抜粋） 

                               

（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

一 マンション 次に掲げるものをいう。 

イ 二以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」

という。）第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。）が存する建物で人の居住の用に供する専有部

分（区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。）のあるもの並びにその敷地及び附属施設 

ロ 一団地内の土地又は附属施設（これらに関する権利を含む。）が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数

棟の建物の所有者（専有部分のある建物にあっては、区分所有者）の共有に属する場合における当該土地及び

附属施設 

二 マンションの区分所有者等 前号イに掲げる建物の区分所有者並びに同号ロに掲げる土地及び附属施設の

同号ロの所有者をいう。 

三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第三条若しくは第六十五条に規定する団体又は区分所有法第

四十七条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）に規定する法人をいう。 

四 管理者等 区分所有法第二十五条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。）の規定

により選任された管理者又は区分所有法第四十九条第一項（区分所有法第六十六条において準用する場合を含

む。）の規定により置かれた理事をいう。 

五 マンション管理士 第三十条第一項の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、専門的知識をもって、

管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に

応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務（他の法律においてその業務を行うことが制限されているものを

除く。）とする者をいう。 

六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務（管理組合の会計の収入及び支出の調定及び

出納並びにマンション（専有部分を除く。）の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。）を含

むものをいう。 

七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの（マンションの区分所有

者等が当該マンションについて行うものを除く。）をいう。 

八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。 

九 管理業務主任者 第六十条第一項に規定する管理業務主任者証の交付を受けた者をいう。 

 

（基本方針） 

第三条 国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」とい

う。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項 

二 マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項 

三 管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針（以下「マンション管理適正化指針」とい

う。）に関する事項 

（参考資料）
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四 マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の

措置が必要なときにおけるマンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促

進に関する事項（前号に掲げる事項を除く。） 

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項 

六 次条第一項に規定するマンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他マンションの管

理の適正化の推進に関する重要事項 

３ 基本方針は、住生活基本法（平成十八年法律第六十一号）第十五条第一項に規定する全国計画との調和が

保たれたものでなければならない。 

４ 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（マンション管理適正化推進計画） 

第三条の二 都道府県（市の区域内にあっては当該市、町村であって第百四条の二第一項の規定により同項に

規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては当該町村。以下「都道府県等」

という。）は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るため

の計画（以下「マンション管理適正化推進計画」という。）を作成することができる。 

２ マンション管理適正化推進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化に関する目標 

二 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の状況を把握するために当該都道府県等が講ずる措置

に関する事項 

三 当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項 

四 当該都道府県等の区域内における管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針（以下「都道府県

等マンション管理適正化指針」という。）に関する事項 

五 マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する事項  

六 計画期間 

七 その他当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進に関し必要な事項 

３ 都道府県等は、当該都道府県等の区域内において地方住宅供給公社（以下「公社」という。）によるマンション

（当該マンションに係る第二条第一号イに掲げる建物の建設後国土交通省令で定める期間を経過したものに限

る。次条第一項において同じ。）の修繕その他の管理に関する事業の実施が必要と認められる場合には、前項第

三号に掲げる事項に、当該事業の実施に関する事項を定めることができる。 

４ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画に公社による前項に規定する事業の実施に関する事項を定め

ようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該公社の同意を得なければならない。 

５ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表す

るとともに、都道府県にあっては関係町村に通知しなければならない。 

６ 都道府県等は、マンション管理適正化推進計画の作成及び変更並びにマンション管理適正化推進計画に基づ

く措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、関係地方公共団体、管理組合、マンション管理業者その他

の関係者に対し、調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 
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２ 国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンションの区分所有者等

の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

（管理組合等の努力） 

第五条 管理組合は、マンション管理適正化指針（管理組合がマンション管理適正化推進計画が作成されている

都道府県等の区域内にある場合にあっては、マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化

指針。次条において同じ。）の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、国及

び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

２ マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努

めなければならない。 

 

（助言、指導等） 

第五条の二 都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等（管理者等が置かれていな

いときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次項において同じ。）に対し、マンションの管理の

適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。 

２ 都道府県知事（市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事

務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。）は、管理組合の運営が

マンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対

し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。 

 

（管理計画の認定） 

第五条の三 管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管

理に関する計画（以下「管理計画」という。）を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長

（以下「計画作成都道府県知事等」という。）の認定を申請することができる。 

２ 管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 当該マンションの修繕その他の管理の方法 

二 当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画 

三 当該マンションの管理組合の運営の状況 

四 その他国土交通省令で定める事項 

 

（認定基準） 

第五条の四 計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管

理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 

一 マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

二 資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。 

三 管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 

四 その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるこ

と。 
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東京におけるマンションの管理の適正な管理の促進に関する条例 （抜粋） 

 

（管理状況の届出） 

第十五条 要届出マンション（マンション管理適正化法第五十六条第一項に規定する人の居住の用に供する独立部

分を六以上有し、かつ、昭和五十八年十二月三十一日以前に新築されたマンションをいう。以下同じ。）の管理組

合は、その管理状況に関し、マンションの適正な管理の促進に必要なものとして東京都規則（以下「規則」という。）

で定める事項（以下「管理状況に関する事項」という。）を、知事に届け出なければならない。 

２ 知事は、マンション（要届出マンションを除く。）の管理状況について、第九条から第十三条までの規定に照らし、

適正な管理を促進するために必要があると認めるときは、当該マンションの管理組合に対し、管理状況に関する

事項を届け出るよう求めることができる。 

３ 前項の規定により知事から管理状況に関する事項を届け出るよう求められたマンションの管理組合は、当該管理

状況に関する事項を知事に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届出を要するマンション以外のマンション（要届出マンションを除く。）の管理組合は、管理状況

に関する事項を知事に届け出ることができる。 

５ 第一項、第三項又は前項の規定による届出を行ったマンションの管理組合は、当該届出の内容に変更（建物の

滅失その他の事由を含む。）が生じたときは、その旨を知事に届け出なければならない。 

６ 第一項及び第三項から前項までの規定による届出は、管理者等（やむを得ない事情があると認めるときは、知事

が適当と認める区分所有者等）が、規則で定めるところにより、届出書を知事に提出することにより行うものとす

る。 

（届出の更新） 

第十六条 要届出マンションの管理組合は、定期に、前条第一項の規定による届出の内容の更新を知事に届け出

なければならない。 

２ 前項の規定による内容の更新の届出を行った要届出マンションの管理組合は、当該更新した届出の内容に変更

（建物の滅失その他の事由を含む。）が生じたときは、その旨を知事に届け出なければならない。 

３ 前条第六項の規定は、前二項の届出について準用する。 

 

（調査等） 

第十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第十五条第一項若しくは第三項から第五項まで又は前

条第一項若しくは第二項の規定による届出を行ったマンションの管理組合又は区分所有者等に対し、その管理状

況について必要な報告を求め、又は当該管理組合若しくは当該区分所有者等の協力を得て、その職員又はその

委任した者（以下「職員等」という。）に、当該マンションに立ち入り、書類その他の物件を調査させることができる。 

２ 知事は、第十五条第一項、第三項若しくは第五項又は前条第一項若しくは第二項の規定により管理状況に関す

る事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合においては、当該管理組

合又は区分所有者等に対し、前項の例により、報告を求め、又は職員等に調査させることができる。 

３ 前二項の規定によりマンションに立ち入り、調査しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ調査の

実施を通知し、第一項の協力を得るための必要な要請を行うとともに、調査の実施に際しては、身分を示す証明

書を関係者に提示しなければならない。 

４ 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 




